
（案） 

京橋駅周辺まちづくり検討会開催要綱 

 

（目的） 

第１条 京橋駅周辺におけるまちづくりに関して、国際競争力の強化に資する

都市再生の推進に向けて、京橋駅周辺の関係者による意見交換を行い、まちの

将来像やその実現に向けた取組等を検討するため、京橋駅周辺まちづくり検

討会（以下「検討会」という。）を開催する。 

 

（検討会） 

第２条 検討会は、別表１に掲げる団体が指名する職員及び都市再生、交通計画

又は都市再生緊急整備地域等を専門とする学識経験者（以下「委員」という。）

が出席する。 

２ 検討会の座長は、大阪市計画調整局開発調整部長とする。 

３ 座長は、検討会を主宰し、議事を進行する。 

４ 座長に事故があるときは、あらかじめ座長が指名する者がその職務を代わ

って行う。 

５ 検討会は、座長が招集する。 

６ 委員は、あらかじめ指名する者を本人に代えて検討会に出席させることが

できる。 

７ 座長は、必要に応じて、委員以外の者の参加を求めることができる。 

 

（事務） 

第３条 検討会の開催事務は、大阪市計画調整局において処理する。 

 

（会議の運営） 

第４条 検討会は公開とし、傍聴については要領で定めることとする。ただし、

意見交換を行うときは、この限りではない。 

２ 検討会の委員等は、ウェブ会議の方法（インターネットを通じて、委員等の

間で相互に映像及び音声の送受信、資料の共有等を行う方法をいう。以下同

じ。）で検討会に参加することができる。この場合において、当該委員等は、

ウェブ会議の方法による会議への参加をもって検討会に出席したものとみな

すものとする。 

３ 検討会終了後、検討会の会議資料及び議事要旨については、大阪市のホーム

ページに掲載するものとする。 

 

（雑則） 



（案） 

第５条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、座長

が定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和４年 月 日から施行する。  



（案） 

別表１ 

■地方公共団体 

大阪市 

■民間事業者 

京阪ホールディングス株式会社 

西日本旅客鉄道株式会社 

大阪市高速電気軌道株式会社 

大阪地下街株式会社 

イオンモール株式会社 

西日本電信電話株式会社 

 

 

 

 

 

 


